
平 成 １ ７ 年 度  再 評 価 対 象 事 業 一 覧 

再評価対象事業の該当条件 

① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業 

③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業 

④ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業 

種 

別 

番 

号 

補

単 
事 業 名 事業概要 

採択

年度

該当

条件

経過

年数

事業

進捗率

（％）

備考 

１ 補 幡枝葵森線 
延長 L=746m 

幅員 W=12～14m 
H3 ③ 15 82

平成 12 年度 

再評価実施 

２ 単 国鉄嵯峨駅北通 

延長 L=143m 

幅員 W=11m 

駅前広場面積A=2,100m2

H3 ③ 15 15
平成 12 年度 

再評価実施 

３ 単 山陰街道 
延長 L=178m 

幅員 W=15m 
H2 ③ 16 6 

平成 12 年度 

再評価実施 

４ 補 
向日町上鳥羽線 

(第二工区) 

延長 L=1,045m 

幅員 W=22～39m 
H8 ② 10 46  

街
路
事
業 

５ 補 深草疏水通 
延長 L=524m 

幅員 W=6～21m 
H8 ② 10 97  

道
路
事
業 

６ 単 
主要地方道 大原花背線

(北部周辺地域整備事業)

延長 L=11,900m 

幅員 W=8.5m 
S54 ③ 27 27

平成 12 年度 

再評価実施 

７ 単 伏見西部第二地区 面積 A=117.5ha S44 ③ 37 99
平成 12 年度 

再評価実施 

８ 単 上鳥羽南部地区 面積 A=151.0ha S46 ③ 35 93
平成 12 年度 

再評価実施 

土
地
区
画
整
理
事
業 

９ 単 竹田地区 面積 A=48.1ha S49 ③ 32 95
平成 12 年度 

再評価実施 

廃

棄

物

処

理

施
設
整
備
事
業

10 補 
北部クリーンセンター

建替え整備事業 

焼却施設 

200トン/日×2基 

再資源化施設 

20トン/日×2系列 

H13 ② 5 44  

＊ 事業進捗率は平成１６年度末の予算執行額の全体事業費における割合を示す。 
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       街路事業 国鉄嵯峨駅北通 事業所管課 建設局道路建設部道路建設課 

事 業 区 間       

自： 右京区嵯峨天龍寺広道町 
  (JR 嵯峨野線嵯峨嵐山駅) 
至：右京区大覚寺門前八軒町 
  (丸太町通) 

延長及び幅員 
延長Ｌ＝ 143m 
幅員Ｗ＝ 11m 
駅前広場面積：約 2,100 ㎡ 

事業採択年度 平成３年度 完成予定年度 当初：平成７年度 
変更：平成 20 年度(事業認可最終年度)

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
 
 関連事業を含め，関係者との協議を進め， 
事業の進捗を図る。 

箇所図 

平成２０年度の取組 
 

JR 西日本などの関連事業者と連携し，自転車駐車場新築及び道路新設工事を完了した。 

平成２1 年度以降の取組 
  

当面の目標 
 
 
 

 事業効果 
JR 西日本が実施する JR 山陰本線の複線化事業等と連携し，JR 嵯峨嵐山駅へのアクセス機能を

向上させるとともに，鉄道による地域分断を解消することにより公共交通機関の利便性向上及び周

辺地域の活性化を図り，本市の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する。 
 

 

ＮＯ．２  
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       街路事業 山陰街道 事業所管課 建設局道路建設部道路建設課 

事 業 区 間       
自：西京区桂朝日町 
(都市計画道路久世梅津北野線：通称 桂川街道) 
至：西京区桂市ノ前町 
(府道桂停車場線) 

延長及び幅員 延長Ｌ＝178m 
幅員Ｗ＝ 15m 

事業採択年度 平成 2 年度 完成予定年度 当初：平成 6 年度 
変更：平成 25 年度（事業認可最終年度）

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
 
平成１７年度公共事業の再評価に関する意見書 
において，『「用地取得など住民との合意形成を 
得るため，計画内容の見直しや対策について十 
分に検討を行い，事業完了までの実行計画を明 
確にすること」を継続の条件としたうえで，「事 
業継続」は妥当であると判断した。なお，これら 
が達成されない場合は，「事業休止」とする。』と 
する条件が付されている。 

箇所図 

 

平成２０年度の取組 
 
・ 事業用地取得のための用地測量や境界確定の押印収集を行い，境界確定が完了した地権者から，用

地買収交渉を進めた。 
・ 本線終点側は現状で非常に複雑な交差点形状であり，供用後の走行車両と歩行者の安全性，円滑な

道路交通を確保するために，京都府公安委員会と整備計画について綿密に調整を図り協議を完了し

た。 
 

平成２１年度以降の取組 
 
 当面の目標 
・ 引き続き境界未確定の筆について押印収集を行い，境界確定完了次第，用地買収を進めていく。 
・ 予備設計により道路線形や交差点形状を確定させ，引き続き自治連合会および地元沿道地権者との

同意を得ながら詳細設計を行う。  
 

 
 事業効果 
  阪急電鉄桂駅へ向かうバス等の通行及び歩行者等の安全を確保するとともに，地域の活性化を図る。

  

 

ＮＯ．３  
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       街路事業 向日町上鳥羽線（第二工区） 事業所管課 建設局道路建設部道路建設課 

事 業 区 間       自：京都市南区久世大藪町  
至：京都市南区吉祥院樫山町 延長及び幅員 延長Ｌ＝１，０４５ｍ 

幅員Ｗ＝２２～３９ｍ 

事業採択年度 平成８年度 完成予定年度 当初：平成１２年度 
変更：平成２４年度（事業認可最終施行年度）

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
・本事業は，一般国道１７１号久世橋付近の交通

渋滞を解消し，生活道路内への通過交通を抑制

することにより，安全で円滑な道路交通を確保

するため，既に暫定供用されている第一工区と

ともに京都市南部地域のネットワークを形成

するものである。 
・今後も残る用地買収を進め，関連する第一工区

とともに平成 19 年度末の完了を目指し，（仮

称）第二久世橋を含む本事業区間の事業推進を

図る。 
 

箇所図 

平成２０年度の取組 
・平成２０年１２月に祥久橋（第二久世橋）の暫定供用を行った。 
・右岸側（久世側）では，鳥居移設及び久我用水路の暗渠化工事を行うとともに，用地買収を進めた。

 
 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 

 本工区については，用地買収が難航しているが，引き続き全線供用に向け重点的に用地の確保に

努めるとともに，久世側の工事を進める。 
 事業効果 

 国道１７１号久世橋付近の交通渋滞の解消を図り，本市南西部地域の東西幹線道路として安全で

円滑な道路交通の確保を図る。 
 

 

ＮＯ．４  
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       ８・７・６深草疏水通 事業所管課 建設局事業推進室 

事 業 区 間       自： 京都市東山区福稲柿本町 
至： 京都市東山区福稲下高松町 延長及び幅員 延長Ｌ＝５２４ｍ 

幅員Ｗ＝６．０～２１．０ｍ 

事業採択年度 平成５年度 完成予定年度 
当初：平成１１年度 
変更：平成２１年度 
  （事業認可最終施行年度） 

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
（用地交渉の難航による事業の遅れ） 

深草疏水通は，琵琶湖疏水と鴨川東岸線の間に

位置する自転車歩行者道であり，鴨川東岸線の東

側歩道の機能を有している。本事業区域は，鴨川

東岸線（第１工区）と一体的な整備を行う必要が

あったが，一部地権者の移転交渉に予測以上の時

間を要し鴨川東岸線の整備工事に遅延が生じたた

め，本事業においても遅延が生じたものである。 

箇所図 
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L=512m L=515m

平成２０年度の取組 
 
残区間は，鴨川東岸線（第２工区）との取り合い部であるため，第２工区の進捗に合わせて工事を

行う必要があることから平成２０年度は工事を実施していない。 
 

（部分供用開始） 
松風橋～十条通間約４００ｍが完成し，鴨川東岸線第１工区と同時に平成１９年５月３１日 

より部分供用を開始している。 
 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
・ 残区間は，鴨川東岸線（第２工区）との取り合い部であるため，第２工区の進捗に合わせて工事を

行う予定である。 
 
 事業効果 
・ 京都高速道路（新十条通）のアクセス道路である鴨川東岸線の歩道機能を有している。また，地元

住民とでワークショップを行い，「たおやかに巡る疏水べりの道」をデザインコンセプトに設定し，

琵琶湖疏水の景観を取り込み，緑豊かな親水性のある整備を行っている。この事業により，地域住

民の生活に憩いと潤いを与え，生活環境の向上に寄与している。 
 
 発現年度 
・ 平成１９年度 部分供用開始 
 

ＮＯ．５ 
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 平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       主要地方道 大原花背線 
（北部周辺地域整備事業） 事業所管課 建設局道路建設部道路計画課 

事 業 区 間       自：京都市左京区大原小出石町  
至：京都市左京区花脊大布施町 延長及び幅員 延長Ｌ＝１１，９００ｍ 

幅員Ｗ＝８．５ｍ 

事業採択年度 昭和５４年度 完成予定年度 当初：昭和６０年度 
変更：平成２９年度 

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
 
（委員会意見） 
１．地域の状況を十分把握すること 
２．けもの道の確保等可能な限り動植物への影響

について配慮すること 
３．地域環境にふさわしい良好な道路整備及び

利用の計画を明確にすること。 
 
（課 題） 

上記のことについて，達成されない場合は

「事業休止」もあり得る。 
  
 
 
 
 
 

箇所図 
 
 
 
 
 

平成２０年度の取組 
１．大原百井町ひのこ地内において道路整備を図ることを目的として設置していた仮設桟橋の撤去を 

実施 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
  本事業は，「京都市北部周辺地域（大見地区）整備構想」をもとに進めてきたが，完成させるには 
多大な事業費が必要である。 

  極めて深刻な事態にある本市財政状況及び費用対効果の低い本事業を勘案した場合には，事業の 
選択と集中が今後益々必要となることから，本事業のあり方について検証する。 

 
 
 事業効果 

第一工区を整備することにより 
  １．百井町，尾越町，大見町へのｱｸｾｽが改善でき，これらの地区の住民生活の利便性が向上する。

２．大見公園整備のための車両の進入が容易になる。 
３．基本計画区間ではトンネル工事が多く，その残土処分のための搬出が容易になる。 

 
 発現年度 
  ・平成２９年度予定 

 

ＮＯ．６ 

367

477

162

箇所図
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       上鳥羽南部地区土地区画整理事業 事業所管課 建設局都市整備部整備推進課 

事 業 区 間       京都市南区吉祥院石原東ノ口他 延長又は面積 面 積 Ａ＝１５１．０ha 

事業採択年度 昭和４６年度 完成予定年度 当初：昭和５１年度 
変更：平成２１年度 (事業認可最終年度)

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 
（１）換地設計に関して多数の意見書が提出され 
  たため，協議に日時を要している。 
 
（２） 再評価委員会においては,｢残る懸案につい

ても引き続き取り組んでいることから，事業

継続は妥当である。」という意見をいただい

た。 

箇所図 

平成２０年度の取組 
 ・京都府との鴨川河川区域変更協議が整った。 
  
  
  

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
  平成２１年度の取組 
   ・区画道路１号線の移転補償交渉を進める。 
   ・公共施設（B ブロック・道路）の認定供用開始手続きを進める。 
   ・川端町（７ブロックの街区）の換地設計準備調査を行なう。 
   ・地区内の個別課題案件の整理を行なう。 
   ・事業計画変更を行なう。 
  平成２２年度以降の取組 
   ・区画道路１号線の移転補償交渉及び整備を行っていく。 
   ・公共施設（道路）の認定供用開始手続きを行っていく。 
   ・８号水路の整備を行っていく。 
   ・川端町（７ブロックの街区）の換地設計調査を行なう。 
   ・地区内の個別課題案件の整理を行なう。 

 
事業効果 
 ・広路４（油小路通）他３路線の都市計画道路及び２ヵ所の近隣公園を根幹とした住区構想に基づ

いた整備を行うとともに，本地区に隣接する土地区画整理施行地区と連携した公共施設整備を行う

ことにより，健全な市街地の形成を図るものである。 
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平成１７年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       竹田地区土地区画整理事業 事業所管課 建設局都市整備部整備推進課 

事 業 区 間       京都市伏見区竹田段川原町他 延長又は面積 面 積  Ａ＝４８．１ha 

事業採択年度 昭和４９年度 完成予定年度 当初：昭和５５年度 
変更：平成２３年度 

平成１７年度再評価時点での課題，問題点 

（１）公園予定地に残る１件の移転物件について

交渉を重ねてきたが，相続人が複数名存在

し，交渉は難航した。しかし，現在相手方は

態度を軟化させてきており，交渉を進め，事

業の推進を図る。 

 

（２）再評価委員会においては，「既に道路の築

造は完了している。残る移転補償についても

協議中であり，事業は推進している。以上か

ら「事業継続」は妥当である。」という意見

をいただいた。 

箇所図 
 

平成２０年度の取組 
 ・残る移転補償が完了したことにより，換地処分に向け換地計画準備作業を行った。 
 ・事業計画期間を，換地計画準備業務及び換地計画作成など換地処分業務にかかる必要期間を見込み

平成２３年度まで延期した。 
 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
  平成２１年度の取組 
   ・平成２０年度に引き続き換地計画準備業務を行う。 
  平成２２年度以降の取組 
   ・換地処分に向け換地計画作成業務を行う。 
   ・都市計画公園の引継ぎに向け造成工事を行う。 

 
事業効果 
 ・広路４号（油小路通）等の都市計画道路及び近隣公園を根幹とした住区構想に基づいた整備を行

うとともに，本地区に隣接する土地区画整理事業施行地区と連携した公共施設整備を行うことによ

り，健全な市街地の形成を図るものである。 
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